
幼稚園の被害状況等の情報収集・共有システムに係る共通化推進方針 

令和８年６月８日決定 

文部科学省（こども家庭庁） 

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（令和６年６月 21

日閣議決定。以下「本基本方針」という。）に基づき、共通化の対象となる業務・

システム「幼稚園の被害状況等の情報収集・共有システム」に係る共通化推進方

針は、以下のとおりとする。 

１．業務・システム名 

幼稚園の被害状況等の情報収集・共有システム 

２．共通化の方法  

(1) 共通化すべき業務・システム

ア．現状

(ア) 業務の実態（業務フロー等）

令和７年度以前、災害発生時における学校に関する被害状況等の情報

収集については、文部科学省から都道府県・政令指定都市に対し、メー

ルでエクセルファイルの調査票を送付し、それを受けた都道府県・政令

指定都市が、自らが設置する学校の被害状況等の情報のほか、市区町村

や学校法人に対して、被害状況等の情報の報告を依頼し、それら情報を

取りまとめて調査票に記入して、文部科学省に報告している。 

原則として、幼稚園を含めた公立の学校については教育委員会が、私

立学校や保育所等については首長部局がそれぞれ所管しているが、自治

体によっては、幼稚園と保育所について、教育委員会又は首長部局のど

ちらかに事務を一元化している場合もある。 

(イ) システムの導入状況

文部科学省では、既に運用を開始している「文部科学省 WEB 調査シ

ステム（EduSurvey）」を活用した学校の被害状況等の情報収集に向けて、

令和７年 10 月下旬～11 月上旬に、１道４県及び９市（政令指定都市含

む。）２町の協力のもと、試行を実施。 

こども家庭庁では、保育所、認定こども園、児童養護施設等の被害状

況等の情報収集のために、児童福祉施設等災害時情報共有システムを運

用している。 
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イ．共通化後の姿（共通化パターン等） 

 災害時における幼稚園も含めた学校の被害状況等の情報収集及び共有に

ついて、原則、文部科学省の「文部科学省 WEB 調査システム（EduSurvey）」

を活用する（令和８年度以降）。 

 運用状況を踏まえ、自治体のニーズを丁寧に把握した上で、適宜システ

ムの改善を実施する。幼稚園に係る児童福祉施設等災害時情報共有システ

ムの活用についてもその中で各自治体等からのニーズを踏まえ、検討する。 

 

(2) 共通化の効果 

ア．共通化後の効果の大きさ  

(ア) 国民の利便性の向上 

〇災害時、最新の被害情報を迅速に入手しやすくなる。 

〇国・自治体から被害状況に応じた必要な支援を迅速に受けやすくなる。 

 

(イ) 行政の効率化 

   〇学校や学校設置者が、迅速かつ効率的に被害状況等の情報を報告しや

すくなる。 

〇国・自治体が、迅速かつ効率的に学校の被害状況等の情報を収集及び共

有しやすくなる。 

 

イ．共通化を進めるための調整コストの大きさ  

   〇各自治体等は、基本的に国の情報収集方法に基づいて各自治体等内の

情報収集方法を構築している。 

   〇EduSurveyの試行において、参加した学校や学校設置者、自治体からは、

EduSurveyを活用することによる特段の支障は聞かれなかった。 

   〇各自治体等において既存の情報収集方法を選択する可能性も踏まえ、

被害状況その他の事情により学校や学校設置者が EduSurvey を活用し

て報告することが困難な場合、文部科学省が提供するエクセルファイ

ルの調査票を電子メールで送付することにより被害状況等の情報を報

告することも可能とする。 

 

ウ．国・地方を通じたトータルコストの最小化  

 〇EduSurvey は、幼稚園も含めた学校全般を対象として既に令和４年度 

から運用を開始している汎用的な調査システムで活用実績もあり、被害

状況等の情報収集ツールとして活用する場合、システム改修等の追加コ

ストは不要である。自治体のニーズを丁寧に把握した上でシステムの改

善を実施する場合でも、費用対効果や国・地方を通じたトータルコスト
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に留意する。 

３．共通化の推進スケジュール 

(1) 共通化を進める上での課題と対応方策

EduSurvey の運用状況に応じて、自治体のニーズを丁寧に把握した上で、

適宜システムを改善する必要がある。 

また、EduSurveyを利用する職員等への研修の実施等に係るサポートを検

討する。 

(2) スケジュール

導入に向けた試行 文部科学省
操作マニュアル等の改良 文部科学省
関係機関への周知、質疑対応 文部科学省
本運用・改善 文部科学省

4 4 1

取組内容の見出し

3 4 1 2 3 3

工程表

2

担当府省庁

3 4 1
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度
1 2 3 41 2 2
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